
役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

笠松中央公民館 
（町体育協会事務局） 

教育文化課 学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふらっと笠 松  

388-3231 
 
388-3926 
387-0156 
387-8432 
388-0161 
388-2355

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  

388-1111 
388-1112 
388-1113 
388-1114 
388-1115 
388-7171

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

福 祉 子ども課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

388-1116 
388-1117 
388-1118 
388-3231 
388-1119 
388-1110

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

令和2年度保育所（園）入所（園）受付 

 
 
【対 象 者】 
 
【受付期間】 
【保育所（園）の概要】 

【問 合 先】 

　令和2年4月から入所（園）を希望される方の受付を行います。 
　申込書類は各保育所（園）、役場福祉子ども課で配布します。 

笠松町に住民登録があり、保護者が会社勤務や内職・自営業に従事、または病気（出産
などを含む）、看病などの理由で保育を必要とする家庭の児童 
10月1日（火）～31日（木）　【受付場所】役場2階　福祉子ども課 
 

福祉子ども課　蕁388‐1116 
※10月から始まる保育の無償化に関する詳細は、広報かさまつ9月号をご覧ください。 

保育所（園） 対象年齢 

第一保育所 

松枝保育所 

下羽栗保育所 

笠松保育園 

3か月～年少前 

1歳6か月～就学前 

1歳～就学前 

住所 

上新町172 

北及1783 

無動寺228 

西宮町44の2

電話番号 

387‐2664 

387‐2298 

387‐2496 

387‐2947

～就学期を迎えるにあたって～　第2回　就学に関する教育相談会 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
【相談内容】 
 
【申込方法】 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　日常生活や学習などの場で、「この子にあった特別な支援や配慮があったら」と感じられるときはあ
りませんか。保護者の中には、お子さんの就学に対する不安や心配ごと、悩みをお持ちの方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。 
　郡二町教育委員会では、「就学に関する教育相談会」を行っています。教育相談会で、子どもた
ち一人一人の持っている力や可能性を十分に伸ばすための場、お子さんへの指導や支援の方法な
どを一緒に考えていきましょう。お気軽にご相談ください。 

10月29日（火）・30日（水） 午前9時～午後4時30分 
岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107番地） 
令和2年度または令和3年度に小学校へ入学予定のお子さんと保護者 

（他にもご相談を希望される方は参加できます） 
お子さんの発達や生活の様子、学習や行動の様子、対人関係、身体の状況で気になる
ことなど 
郡内の幼稚園、認定こども園、保育所（園）、小・中学校に「教育相談申込書」があります
ので、在籍園を通してお申込みいただくか、郡二町教育委員会学校教育課までご連絡く
ださい。 
10月11日（金） 
郡二町教育委員会 学校教育課　蕁245‐1133

いっしょに歩みましょう　～子どもサポートセンター　スマイル笠松～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【相談・問合先】 
 

　「なかなか学校に行けない、行きたくない。」「学校には行ってはいるがなんだか元気がない。」「最
近子どもの様子がおかしい。」「学校にも誰にも相談できなくて・・・。」そんな悩みをお持ちのお子さん
や保護者の方の「心」に少しでも寄り添いたい・・・、という願いから「スマイル笠松」ができました。 
　「スマイル笠松」は、子どもたちが安心して話をしたり、一人一人の願いに合った活動をしたりでき
る「心の居場所」です。また、お子さんや保護者と話をすることで、少しずつよい方向に向かう道筋を
探していくところです。 
　私たちと一緒にゆっくり歩みましょう！きっと少しずつ「心」が元気を取り戻していきます。 
　秘密は厳守します。まずは電話で声を聞かせてください。 
※子育てについての悩みや不安等についても相談をお受けします。 

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前10時～午後3時 
子どもサポートセンター　スマイル笠松（東陽町44の1　笠松町北事務所1階） 
蕁387‐6391　担当：清水 

経済センサス－基礎調査 

 
 
 
 
 
【調査対象】 
【問 合 先】 

　すべての事業所・企業を対象に、経済センサ
ス－基礎調査を令和2年3月まで実施します。 
　対象には、調査員が伺います。調査内容は、
統計作成の目的以外には使用されることはあり
ませんので、ご協力をお願いします。 

すべての事業所・企業 
企画課　蕁388‐1113

岐阜基地航空祭開催に伴う 
事前飛行訓練 

 
 
 
 
【日　　時】 
【問 合 先】 

　岐阜基地では、「岐阜基地航空祭」の開催
に伴い、事前の飛行訓練を行います。航空機
騒音などで、周辺住民の皆様にご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

10月下旬～11月8日（金） 
航空自衛隊岐阜基地渉外室 
蕁382‐1101（内線2271） 

 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　特定健診、ぎふ・すこやか健診の実施期間は、10月31日（木）までです。 
　健診を受けることで、生活習慣病の早期発見やご自身の健康状態の変化に気づくことができます。 
　まだ健診を受けていない方は、早めに受診しましょう。また、健診結果は受診された医療機関で必
ず聞き、健康づくりに活かしましょう。 
※受診券の紛失などで再発行を希望される方は、役場住民課へお問合せください。 
※国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の医療保険にご加入の方は、加入している医療

保険者が実施する健診を受診してください。 
住民課　蕁388‐1115

特定健診、ぎふ・すこやか健診の受診はお早めに！ 

　広報かさまつ9月号2ページ「幼稚園・保育所（園）・認定
こども園など利用料が無償化されます」の記事の一部に誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。 
【誤】住民税所得割課税額77,101円未満の世帯 
【正】年収360万円未満相当世帯 

広報かさまつ9月号　訂正とお詫び 

延長保育、障がい児保育（第一保育所を除く）なども行っています。 

令和元年10月1日　第1109号 令和元年10月1日　第1109号 


